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労務 ROAD 

社長が入れる 
労災保険のことなら 

「葛城経営研究会」 

詳しくは、 
06-6224-0480 まで！ 
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・地域別最低賃金の改定 
（北海道･宮城･茨城･栃

木･千葉･東京･神奈川･
新潟･富山･石川･福井･
長野･岐阜･愛知･滋賀･
大阪･兵庫･鳥取･山口･
香川） 

 
・標準報酬月額の定時決定 

の反映(翌月徴収の場合)   
 
・年末調整の準備 
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（2510-3） 

▮大きく変わる『年収の壁』 

従業員にとっても企業にとっても制度変更の影響は大きいため、最新情報の周知と実務
対応が求められます。ご不明な点がございましたら弊所担当までご連絡ください。 

8 月に妹が出産し、甥っ子が

誕生しました。 

自分の 1 番下の子供が小学

校 3 年生なので、じっくり

新生児に関わることができ

るのが約 9 年ぶりなのです

が、本当に何をしてもかわい

く、幸せな気持ちになりまし

た。子供たちもとてもかわい

がっていて、その姿を見れる

のも嬉しいです。 

これからどんな風に成長し

ていくのか、とても楽しみで

す！（宮崎） 

1. 年収の壁とは？ 

「年収の壁」とは、一定の年収を超えると税金や社会保険料の負担が発生し、これまで
受けられていた控除や扶養が使えなくなる境目を指します。主な影響は以下の通りです。 

▶社会保険の扶養から外れる（保険料の自己負担が発生） 
▶所得税や住民税がかかる 
▶配偶者控除や扶養控除が受けられなくなる 

これにより、働き方や家計に大きな影響が出るため、多くの方が「扶養内で働くかどう
か」を調整しています。 

【厚生労働省・国税庁より】 

～社会保険はどうなる？所得税はどうなる？～ 

2. 税金に関する壁 

令和７年（2025年）から、基礎控除や給与所得控除の拡充により、税金がかからない年
収の上限が引き上げられます。これにより、パート・アルバイトで働く方にとって「働
き損」が減り、より柔軟に働ける環境になります。 

3. 社会保険の年収 130 万円の壁 

社会保険（健康保険・厚生年金）の扶養条件は、原則として「年収130万円未満」とさ
れ、この基準は基本的に据え置かれています。ただし、一部緩和されました。 

4. 企業が注意すべきポイント 

年収の壁の見直しは、従業員の働き方や企業の労務管理にも大きな影響を及ぼします。
▶控除対象範囲の拡大により、令和７年の年末調整では扶養控除申告書などの様式が  

変更されましたのでご注意ください。 
▶令和 8 年からは源泉徴収の計算方法や税額表も改正されるため、システム対応が必 

要となります。 
▶従業員から「扶養内で働きたい」という相談を受ける際には、税金と社会保険の両  

面から説明が求められます。 

5. まとめ 

■税金の壁は大きく緩和され、所得税は年収160万円まで非課税になります。 
■住民税の壁も110万円まで拡大します。（自治体により非課税基準が若干異なります。

令和７年の収入を基に計算する令和８年度分の個人住民税から適用されます。） 
■社会保険の壁(130万円)は据え置きとなりますが、19歳以上23歳未満の親族（大学 

生の子など）は150万円未満までに緩和されました。 
■今後は「どの壁を意識するのか」を明確にし、働き方やライフプランを検討すること 

が重要です。 

【改正ポイント】 
▶納税者本人に所得税がかからない年収ライン：103万円→160万円 
▶納税者本人に住民税がかからない年収ライン：100万円→110万円 

（参考）・自治体により非課税基準は若干異なります。 
・令和７年の収入を基に計算する令和８年度分の個人住民税から適用さ 

れます。 
▶所得税の配偶者控除・扶養控除の対象となる年収ライン：103万円→123万円 
▶さらに、19歳以上23歳未満の親族（大学生の子など）には「特定親族特別控除」

が新設され、要件を満たせば年収188万円までは一定の控除が受けられます。 

（いずれも給与所得のみの場合。控除を受けるには、所定の要件を満たす必要あり。） 

【改正ポイント】 
▶扶養に入ることができる年収ライン：130万円未満→据え置き 

(参考)「年収の壁・支援強化パッケージ」の一環として、一時的に収入が増えてし
まった場合でも、事業主の証明があれば扶養から外れずに済む仕組みが整え
られています。 

▶19歳以上23歳未満の親族（大学生の子など）：130万円未満→150万円未満に緩和 


